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Ⅰ 制度の概要
１ 「地縁による団体」とは
「地縁による団体」とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」（地方自治法第２６０条の２第１項）と定義されており、一定の地域に住所を有することのみを構成員の資格としています。
したがって、自治区や自治会のように、区域に住所を有する人は誰でも構成員になることができ、良好な地域社会の維持・形成を目的として、住民の自主性により組織された団体は、原則として地縁による団体であると考えられます。

２ 地方自治法一部改正に至る経緯
地縁による団体は、従来、法律上はいわゆる「権利能力なき社団」として位置付けられており、不動産等の資産を保有している場合、団体名義では不動産登記することができませんでした。そのため、代表者個人の名義や住民複数の名義による登記を行うほかなく、資産管理の面で、次のような問題が生じる恐れがありました。■代表者個人名義・複数人名義での登記により発生する問題点■
① 代表者がその不動産を第３者に売却してしまう
② 代表者が死亡してその相続人らが誤解して相続してしまう
③ 代表者個人の債権者がその不動産を差し押さえてしまう
④ 複数人名義で登記したが、死亡による相続人が不明になってしまう

こうした問題に対処するために、地方自治法の一部を改正する法律（平成３年４月２日公布施行）において、「地縁による団体が一定の手続きの下に法人格を取得できる」規定が盛り込まれました。
地縁による団体が一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで、法人格を取得することができ、団体名義で不動産登記することができるようになります。
このように、市の認可により法人格を取得した地縁による団体のことを「認可地縁団体」と言います。
Ⅱ 許可申請の手続き
１ 申請できる団体
地方自治法において、法人格付与の対象となるのは「地縁による団体」に限られます。以下のような団体については「地縁による団体」には該当しないため、申請を行うことができません。

	申請できない団体
	具体例

	■特定の目的の活動だけを行う団体
	・スポーツや趣味の同好会
・伝統芸能保存会
・環境保全団体　　　　　　　　…等

	■住所以外に「年齢」「性別」などの加入要件がある団体
	・高齢者クラブ
・青年会
・女性会　　　　　　　　　　　　…等



また、これまでは認可の目的は、法人格を得ることにより、団体名義で不動産登記をすることができるようにすることにあるため、現に不動産等を「保有している」もしくは「近い将来確実に保有する予定」であることが申請する際の必要な要件とされていました。
現在は、認可の目的については不動産等の所有を前提としないものに見直されており、令和３年１１月２６日から、地縁による団体は「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として、認可を受けることができるようになりました。










２ 認可の要件
次のＡ～Ｄの４項目が認可の要件となります。（地方自治法第２６０条の２第２項各号）
なお、認可の後にこれらの要件を満たさなくなった場合は、認可の取消となります。

	項目
	要件

	A　目的
	良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動（住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など）を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。①　広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを
目的とすることが、規約に明記されていることが必要です。
②　地域的な共同活動については、総会資料等で確認します。


	B　区域
	団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
①　当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の状況
によらなければなりません。


	C　構成員
	団体の区域に住所を有するすべての個人は、その構成員になることができるものとし、現にその相当数の者が構成員となっていること。①　区域に住所を有するすべての個人が構成員となれる旨が規約に定められていることが必要です。
②　相当数の者が現に構成員となっていることが、構成員名簿で確認できることが必要です。
③　「すべての個人」とは、年齢・性別等を問わず、その区域に住所を有する個人すべてを指します。
④　「相当数の者」とは、区域住民の過半数とします。


	D　規約
	以下の８つの事項が定められている規約であること。①目的　　　　　　　　　　　　　　 　②名称
③区域 　　　　　　　　　　　　　　 ④主たる事務所の所在地
⑤構成員の資格に関する事項 ⑥代表者に関する事項
⑦会議に関する事項　　　　    ⑧資産に関する事項



３ 認可手続きの流れ
市役所
（まちづくり推進課）
地縁による団体
（自治会等）
（１）　認可のための準備・検討

相　　談

・規約案の作成 　　・会員名簿の作成（整備）
・所有財産の確認
（地縁団体名義にする不動産の所有者の把握、
団体名義への変更の同意の取得など）
助　　言


・申請時までに相続等の所有権移転の手続きを
済ませておくと、認可後の登記事務を円滑に
行うことができます。
登記
申請
法　務　局


（２）　設立総会の開催

【協議事項】   ①認可申請について
②新規約について
③構成員の確定について
④代表者の決定について
⑤保有資産の確定について

従前の規約に基づき
招集・開催・議決
を行ってください。


申　　請
（3）　認可申請書類の作成

（４）　審査

・認可要件及び提出書類
の内容等を市で審査し
認可又は不認可の決定
【提出書類】　 認可申請書
①規約
②設立総会の議事録
③構成員名簿
④直近の総会資料
⑤代表者承諾書



認可地縁団体
認可通知
（5）　認可・告示

【告示事項の内容】
①名称 ②規約で定める目的 ③区域 ④事務所の所在地 ⑤代表者の氏名及び住所
⑥裁判者による職務執行の停止の有無及び職務代行者選任の有無 ⑦代理人の有無
⑧規約に解散の事由を定めている場合はその事由 ⑨認可年月日



４ 認可申請に必要な書類等
申請する際に必要な書類については、以下の点に注意してください。

■ 認可申請書 （様式は２4ページ）
■ 規約 （参考例は２6ページ）
規約には、地方自治法第２６０条の２第３項に定める８つの事項のすべてが記載され
ていることが必要です。

①　目 的　
特定の活動のみを目的とするのではなく、「良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことが目的」である旨を明記することが必要です。

②　名 称　
団体の正式名称を記載してください。特に制限はありませんが、「○○自治会」といった名称でよいと解されています。

③　区 域　
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていることが
必要です。

④　事務所の所在地　
団体の事務所の所在地は、１ケ所に限ります。規約には、地番による明記のほか、
「代表者の自宅に置く」、「○○集会所に置く」と明記しても構いません。

⑤　構成員の資格に関する事項　
区域内に住所を有する個人すべてが、団体の構成員になり得ること、正当な理由がない限り区域に住所を有する個人の加入を拒んではならないことを、必ず定めなければなりません。


⑥　代表者に関する事項　
代表者の選出方法、任期、代表者の権限、代表者に委任する事項を明記することが必要です。また、役員の任務分掌なども規約に規定したほうが望ましいです。

⑦　会議に関する事項　
通常総会、臨時総会の招集方法、議決方法、議決事項を明記する必要があります。
また、役員の選出方法、事業計画、会費徴収、予算決算、規約の改正等についても規定したほうが望ましいです。
表決権については、特に注意する必要があります。原則的に、表決権は平等（会員個人で一票）である必要があります。しかし、世帯単位で活動し意思決定を行っていることが、沿革的にも実態的にも地域社会において是認され、そのことが合理的である場合には、表決権を世帯単位に平等なもの（世帯単位で一票）としても良いとされています。ただし、規約の変更、財産の処分などの重要事項については、構成員個人で一票の表決権となります。

⑧　資産に関する事項　
固定資産、流動資産を問わず、すべての資産の構成等を定めておく必要があります
ので、財産目録を作成してください。なお、規約には、「資産の構成は別に定める財産目録による」とすることも可能です。
■ 総会議事録 （参考例は３3ページ）
許可を申請することについて、総会で正式に議決したことを確認しますので、以下の
議題について審議・承認され、議長及び議事録署名人の署名のある総会議事録（写しで可）を提出してください。（※規約で「署名捺印が必要」と規定している場合は、署名と押印の両方が必要です。）【協議事項】
①認可地縁団体許可申請について
②新規約について
③構成員の確定について
④代表者の決定について
⑤保有資産の確定について






■ 構成員名簿 （参考例は３5ページ）
区域内に住所を有する全ての個人が構成員になることができる必要があり、その相当数の者が現に構成員となっていることが必要です。設立時の構成員全員の氏名、住所が記載された名簿を提出してください。
（名前と住所の記載があれば、既存の会員名簿でも可）

■ 直近の総会資料
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを確認します。

■ 代表者承諾書 （様式は３6ページ）
申請者を代表者として選出する旨を決定したことは、総会議事録で確認しますので、
申請者が代表者となることを承諾した旨の承諾書（申請者本人の署名があるもの）を提出してください。

■ 区域図（任意）
区域を示した図面（範囲を示した住宅地図の写し等）を提出してください。


なお、許可申請関係で必要な書類については、２3ページ以降の「様式集及び参考例」
を参考にしてください。





Ⅲ 認可後の地縁団体
１ 認可地縁団体の性質
認可を受けた地縁による団体は、法的な位置づけが変わり、権利能力や義務を有する
ことになりますが、従来の自治会活動等はまったく変わりません。したがって、認可を受けた自治会と市との関係などについても基本的に変わりません。

	権　　利
	■団体名義での資産登記
・不動産をはじめとする資産の登記が可能となります。ただし、登記には費用
（登録免許税、司法書士に依頼した場合の報酬等）がかかります。

	
	■団体名義での法律行為
・団体名義で契約をはじめとする法律行為の主体となることができます。

	義　　務
	■税関係の手続きと納税義務１１ページ参照


・認可後には、法人の設立に関する届出等を県税事務所、市役所税務課に提出しなければなりません。
・法人としての納税義務が発生します。ただし、収益事業を行わない場合は、
登録免許税を除き、減免となる場合があります。

	
	■告示事項の変更手続き１5ページ参照


・代表者や主たる事務所の所在地が変わったときなど、告示されている内容に
ついて変更があった場合は、市へ届出が必要となります。

	
	■規約の変更手続き１6ページ参照


・団体の名称や区域など、規約の内容を変更する場合には、市の認可が必要となり
ます。事前にまちづくり推進課に相談のうえ、市の認可を受けてください。

	
	■財産目録、構成員名簿の作成と備え置き
・財産目録…認可を受けるとき及び毎年１月から３月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置いてください。
・構成員名簿…構成員名簿を据え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えてください。なお、認可申請時以外は、市への報告・提出は不要です。

	
	■総会開催の義務
・認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年１回、通常総会を開いてください。


２ 税関係の手続きと納税義務について
認可を受けた地縁による団体は、公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となりますので、下表の書類を速やかに提出しなければなりません。
	
	認可地縁団体の認可を受けた法人

	
	収益事業を行わない場合
	収益事業を行う場合

	名古屋西税務署
　〒451-8503
　名古屋市西区押切2丁目7-21
　電話　052-521-8251
	
	・法人設立届出書
・収益事業開始届出書

	名古屋北部県税事務所
　〒451-8555
　名古屋市西区城西1丁目9-2
　電話　052-531-6304
	・法人の設立等に関する報告書
【必要なもの】
　　・団体規約
	・法人の設立等に関す
る報告書
・国税の収益事業開始
届出書の写し

	北名古屋市役所税務課
　〒481-8531
　北名古屋市西之保清水田１５番地
　電話　0568-22-1111
	・法人の設立等に関する届出書
【必要なもの】
　　・団体規約
	・法人の設立等に関す
る報告書
・国税の収益事業開始
届出書の写し



【参考１】 認可地縁団体の主要税目の課税
	税の種類
	認可地縁団体の認可を受けた法人

	
	収益事業を行わない場合
	収益事業を行う場合

	市　税
	法人市民税
	均等割のみ課税
★申請することで減免可能
	課税

	
	固定資産税
	課税
★その資産が「公共の用」に資するものであれば、申請することで減免可能

	県　　税
	法人県民税
	均等割のみ課税
★申請することで減免可能
	課税

	
	法人事業税
	非課税
	課税

	国　税
	法人税
	非課税
	課税




【参考２】 登記などに伴う主要課税関係について
	税目
	内容

	県税
	不動産取得税
	課税
自治会等住民が組織する地域団体が、専ら公共の用に供する集会所等を取得した場合については、申請により減免できる場合があります。詳しくは県税事務所にご相談ください。

	国税
	登録免許税
	課税
登記の原因により、税額が異なります。
詳しくは、法務局に確認してください。


※ 不動産登記の手続きについては、司法書士等の専門家に依頼をしてください。また、費用に
ついては、見積等を取得してください。


【参考３】 収益事業の範囲について（法人税法施行令 第５条第１項）

	１
	物品販売業
	１３
	写真業
	２５
	美容業

	２
	不動産販売業
	１４
	席貸業
	２６
	興行業

	３
	金融貸付業
	１５
	旅館業
	２７
	遊技所業

	４
	物品貸付業
	１６
	料理店業
	２８
	遊覧所業

	５
	不動産貸付業
	１７
	周旋業
	２９
	医療保険業

	６
	製造業
	１８
	代理業
	３０
	教授

	７
	通信業
	１９
	仲立業
	３１
	駐車場業

	８
	運送業
	２０
	問屋業
	３２
	信用保証業

	９
	倉庫業
	２１
	鉱業
	３３
	所有権や著作権の提供

	１０
	請負業
	２２
	土石採取業
	３４
	労働者派遣業

	１１
	印刷業
	２３
	浴場業
	
	

	１２
	出版業
	２４
	理容業
	
	











３ 不動産登記について
不動産を新しく登記する場合や団体名義に移転する場合には、法務局（名古屋法務局
本局）での手続きが必要となります。
不動産登記をする際に必要となる「地縁団体台帳（認可地縁団体証明）」と「印鑑登録
証明書」は市役所で交付しておりますが、別途、法務局が定める必要書類などについて
は、法務局に確認してください。名古屋法務局　本局
〒460-8513
名古屋市中区三の丸2丁目2-1
電話　052-952-8111





４ 地縁団体台帳（認可地縁団体証明）について
不動産登記をする際には、地縁団体台帳（認可地縁団体証明）が必要となります。■地縁団体台帳（認可地縁団体証明）の発行
＜受付窓口＞ 北名古屋市役所　まちづくり推進課（西庁舎２階）
＜手数料＞ １通300円
＜必要なもの＞ 告示事項証明書交付申請書（指定様式）












５ 印鑑登録と印鑑登録証明書の発行について
認可地縁団体は、団体名義で印鑑登録を行うことができます。また、不動産登記をす
る際は、印鑑登録証明書が必要となります。
■団体名義の印鑑登録 …代表者本人が手続きを行ってください。
＜受付窓口＞ 北名古屋市役所 まちづくり推進課（西庁舎2階）
＜手数料＞ 無料
＜必要なもの＞ ・認可地縁団体印鑑登録申請書（窓口で記入）
・地縁団体として登録する印鑑（団体印）
・代表者個人の登録印（代表者の実印）
・代表者個人の印鑑登録証（代表者の登録カード）
・代表者個人の本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）







＜印鑑登録できない印鑑＞
・認可地縁団体の名称を表していないもの
・ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
・印影の大きさが、１辺の長さ１０ｍｍの正方形より小さいもの
・印影の大きさが、１辺の長さ３０ｍｍの正方形より大きいもの
・印影を鮮明に表しにくいもの
・その他、認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたもの











■印鑑登録証明書　…代表者本人が手続きを行ってください。
＜受付窓口＞ 北名古屋市役所　まちづくり推進課（西庁舎2階）
＜手数料＞ １通300円
＜必要なもの＞	・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書（窓口で記入）
	・地縁団体として登録する印鑑（団体印）
	・代表者個人の本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）













６ 告示事項変更手続きの流れ
代表者や主たる事務所の所在地が変わったときなど、告示されている内容に変更があった場合は、市への届出が必要となります。
（1）　総会による決議

各認可地縁団体の規約の定めるところにより総会を開催し、代表者等の変更についての議決を行ってください。


（2）　告示事項変更届出書の提出

まちづくり推進課に以下の書類を提出してください。


【提出書類】
①告示事項変更届出書（指定様式）
②承諾書
③総会資料
④総会の議事録
※代表者の変更について議決されたことがわかるもので、議長及び規約
に定める数の議事録署名人の署名があること（※規約で「署名捺印が
必要」と規定している場合は、署名と捺印の両方が必要です。）







（3）　告示事項変更の告示

まちづくり推進課にて告示事項変更届の告示手続きを行ったのち、告示事項の変更手続きが完了した旨の通知文を送付します。



（4）　印鑑登録の手続き（任意）


変更後は、再度、印鑑登録の手続きが必要です。（任意）
※印鑑証明が必要な場合は必ず印鑑登録の手続きを行ってください。




【認可地縁団体の印鑑登録手続】
■北名古屋市役所 まちづくり推進課 （西庁舎2階）
■必要なもの ・認可地縁団体印鑑登録証明書（窓口で記入）
・地縁団体として登録する印鑑（団体印）
・新代表者個人の登録印（新代表者の実印）
・新代表者個人の印鑑登録証（新代表者の登録カード）
・新代表者個人の本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）









７ 規約変更手続きの流れ
規約の内容を変更する場合には、事前にまちづくり推進課に相談のうえ、市の認可を受けてください。　なお、規約の内容のうち、「団体の名称」「事務所の所在地」「区域」「規約に定める目的」を変更した場合は、告示事項変更手続き（１5ページ）を一緒に行ってください。
※運営細則等の変更の場合は、認可申請書の提出は不要です。
（1）　事前相談

各認可地縁団体の規約の変更を行う場合は、変更する内容について事前にまちづくり推進課へご相談ください。


（2）　総会による決議

各認可地縁団体の規約の定めるところにより総会を開催し、規約の変更についての議決を行ってください。なお、規約の変更にあたっては、総構成員４分の３以上（規約で別段の定めをしている場合は、当該定めによる。）の賛成が必要となります。
※規約変更など、重要事項の議決に関する人数要件を変更することはできますが、少数の会員の意思により決することのないよう、慎重に判断してください。





（3）　規約変更許可申請書の提出

まちづくり推進課に以下の書類を提出してください。

★運営細則等の変更は、認可申請書を
提出する必要はありません。
【提出書類】
①規約変更認可申請書
②新規約（案）
③規約変更の内容及び理由を記載した書類
④規約変更を総会で議決したことを証する書類（総会の議事録）
※議事録には、議長及び規約に定める数の議事録署名人の署名が必要です。
（規約で「署名捺印が必要」と規定している場合は、印も必要）
また、規約を変更する場合は、総構成員４分の３以上（規約で別段の定めをしている場合は、当該定めによる。）の賛成により議決されたことがわかるように議事録を作成してください。









（4）　規約変更の認可

まちづくり推進課にて規約変更の内容を審査し、認可後に決定通知書を送付します。


Ⅳ 許可の取消と解散
１ 認可の取消
次の事項に該当する場合は、認可が取り消されます。
①　地方自治法第２６０条の２第２項各号に掲げられた4つの認可要件（５ページ）
のいずれかを欠くこととなったとき
②　不当な手段により認可を受けたとき





２ 認可地縁団体の解散

次の事項に該当する場合は、認可地縁団体は解散となります。
①　規約で定めた解散事由が発生したとき
②　破産手続き開始の決定
③　認可が取り消されたとき
④　総会において、総構成員４分の３以上（規約で別段の定めをしている場合は、当該定めによる。）の賛成で、解散することが決議されたとき
⑤　「相当数」（区域住民の過半数）の者が構成員となっていると認められなくなったとき






※破産、解散及び清算については、裁判所の監督の下に所定の手続きを進めることとな
ります。










Ⅴ　認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
１ 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
平成２７年４月１日に施行された地方自治法の一部改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、登記名義人やその相続人のすべて又は一部の所在が知れない場合に、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記申請を行うことができるようにすることができる特例制度が設けられました。

２ 申請の要件
認可地縁団体が所有する不動産に係る特例制度を利用する場合は、次の４つの要件をすべて満たしている必要があり、これらの要件を満たしていることを疎明するに足りる資料の提出が必要です。
★不動産登記の特例制度の適用を受けるための４つの要件★
①　当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
②　当該認可地縁団体が当該不動産を１０年以上所有の意思をもって
平穏かつ公然と占有していること。
③　当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが
当該認可地縁団体の構成員又はかつての当該認可地縁団体の
構成員であった者であること。
④　当該不動産の登記関係者（表題部所有者、所有権の登記名義人、
これらの相続人）の全部又は一部の所在が知れないこと。



















３ 申請の流れ
書類の作成等について、事前にまちづくり推進課へご相談ください。
（1）　事前相談

（2）　総会の開催

各認可地縁団体の規約に定めるところにより総会を開催し、以下の内容について
の議決を行ってください。


【協議事項】
・申請不動産の所有に至った経緯についての議決
（保有資産目録又は保有予定資産目録に、申請不動産の記載がなかった場合）
・特例適用を申請する旨の議決


（3）　申　請

認可地縁団体がその所有する不動産についてこの特例の適用を受ける場合には、以
下の書類を、まちづくり推進課に提出してください。


【提出書類】
①　所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
②　所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
③　特例適用を申請する旨の議決が確認できる総会議事録
※令和３年の法改正前に認可された団体については、総会議事録に代えて
認可申請時に提出した保存資産目録又は保有予定資産目録等によって証
することができる。
④　申請者が代表者であることを証する書類
⑤　特例を受けるための一定要件を満たしていることを疎明するに足りる資料






21ページ参照


（4）　審　査

申請の要件、提出書類の内容等についてまちづくり推進課で審査します。





当該申請に係る不動産が登記の特例の適用を受けるための要件を満たしている
と確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることに異議
のある者は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を３か月以上公告します。
（5）　公　告（３か月以上）


【公告する事項】
①　地方自治法第２６０条の３８第１項の申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
②　申請書様式に記載された申請不動産に関する事項
③　申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べ
ることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者であること
④　異議を述べることができる期間及び方法に関する事項






（6）　情報提供

公告をした結果、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることに異議を述
べるものが現れなかった場合には、市は関係者の承諾があったものとみなし、認可地縁団体に公告をしたこと及び登記関係者が当該期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供します。
認可地縁団体は、この情報提供の書面を含む必要書類を持参し、法務局で登記を申
請することができるようになります。




※異議を述べるものが現れた場合…
不動産の登記関係者（表題部所有者、所有者の登記名義人、これらの相続人）や不動産の所有権を有することを疎明する者が異議を述べた場合は、公告による手続きは中止となります。
市は、認可地縁団体に異議を述べた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等を通知しますので、認可地縁団体は異議を述べた当該者との協議等を行うことが可能となります。







４ 特例適用の要件を満たしていることを疎明するに足りる資料について
認可地縁団体が所有する不動産について、この特例の適用を受けるために一定の要件を満たしていることを疎明するに足りる資料については、次のとおりです。

～4つの要件を満たしていることを疎明するに足りる資料の具体例～
（１） 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
（２） 当該認可地縁団体が当該不動産を１０年以上所有の意思をもって平穏かつ
公然と占有していること




① 申請不動産の所有又は占有に係る事実が記載された認可地縁団体の事業報告書

② 上記①のほか、
・公共料金の支払領収書
・閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本
・旧土地台帳の写し
・固定資産税の納税証明書
・固定資産課税台帳の記載事項証明書 　　　　　　　　　　　　　　　　…等

③ 上記②の資料が入手困難な場合、入手が困難であった理由を記した書面（理由書）
を提出するほかに、
・認可地縁団体が申請不動産を所有又は占有していることについて、申請不動産の隣地の所有権の登記名義人や申請不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者等（以下「精通者等」という。）の証言を記載した書面
・認可地縁団体による申請不動産の占有を証する写真　　　　　　　　　 …等



（３） 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつての当該認可地縁団体の構成員であった者であること



① 下記の書類
・認可地縁団体の構成員名簿
・市町村が保有する地縁団体台帳
・墓地の使用者名簿（申請不動産が墓地である場合）　　　　　　　　　　　　　 …等

② 上記①の資料が入手困難な場合、入手が困難であった理由を記した書面（理由書）を提出するほかに、
・申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員又はかつて当該地縁団体の構成員であったものであることについて、申請不動産の所在地に係る精通者等の証言を記した書面　　　　　　　　　　　　　　 …等

（４） 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと



① 下記の書類
・登記記録上の住所の属する市区町村の長が、当該市町村に登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書面
・登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
・申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …等

※登記関係者のうち少なくとも一人について、所在の確認を行った結果、所在が知れ
ないことを疎明するに足りる資料が添付できれば当該要件を満たすことになります。この場合、所在が判明している登記関係者には、特例制度を行うことについて、事前に同意を得ておくことが望ましいです。
様式集及び参考例
【認可申請関係】
認可申請書	…２４ページ
地縁団体用自治区規約（参考例）	…２６ページ
設立総会の議事録（参考例）	…３３ページ
自治区会員名簿（参考例）	…３５ページ
承諾書	…３６ページ
設立総会の準備について	…3８ページ
・総会開催通知（参考例）	…3９ページ
・委任状（参考例）	…４０ページ
・書面表決（参考例）	…４１ページ
・設立総会議案（参考例）	…４２ページ
・設立総会の進め方（参考例）	…４４ページ
地縁団体認可審査票 ※参考	…４６ページ

【変更申請関係】
告示事項変更届出書	…48ページ
規約変更認可申請書	…５2ページ
規約の変更内容及び理由説明資料（参考例）	…５4ページ
代表者の変更及び規約変更の際の議事録（作成例）	…５5ページ

【不動産登記の特例申請関係】
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書	…57ページ

【証明関係】
認可地縁団体告示事項証明書交付申請書	…59ページ

【印鑑証明関係】
認可地縁団体印鑑登録申請書	…６1ページ
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書	…６3ページ
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書	…６5ページ

【必要書類チェックリスト】	…６7ページ
令和　　年　　月　　日　

北名古屋市長　様

　　　　　　　　　　（認可を受けようとする地縁による団体の名称及び主たる事務所の所在地）
　　　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　（代表者の氏名及び住所）
　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　住　所

認　可　申　請　書

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定により、地域的な協働活動を円滑に行うため認可を受けたいので、別添書類を添えて申請します。





（別添書類）
　１　規約
　２　認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
　３　構成員の名簿
　４　良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
　５　申請者が代表者であることを証する書類





令和〇〇年〇〇月〇〇日　認可申請書＜記入例＞


北名古屋市長　様

　　　　　　　　　　（認可を受けようとする地縁による団体の名称及び主たる事務所の所在地）
　　　　　　　　　　　　名　称　〇　〇　自治会
　　　　　　　　　　　　所在地　北名古屋市〇〇〇〇××番地
　　　　　　　　　　（代表者の氏名及び住所）
　　　　　　　　　　　　氏　名　〇〇　〇〇
　　　　　　　　　　　　住　所　北名古屋市〇〇〇〇××番地

認　可　申　請　書

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定により、地域的な協働活動を円滑に行うため認可を受けたいので、別添書類を添えて申請します。





（別添書類）
　１　規約
　２　認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
　３　構成員の名簿
　４　良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
　５　申請者が代表者であることを証する書類





地縁団体用自治会規約＜参考例＞


○○自治会（町内会）規約（会則）

第1章　総則
（目的）
第１条　本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
　(1)　回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
　(2)　美化・清掃等区域内の環境の整備
　(3)　集会施設の維持管理
　(4)　○○○○○○○○○○○
　(5)　○○○○○○○○○○○
（名称）
第２条　本会は、○○○会と称する。
（区域）
第３条　本会の区域は、○○市△△町×番□号から××番□□号までの区域とする。
（事務所）
第４条　本会の事務所は、□□県○○市△町×番○号に置く。

第２章　会員
（会員）
第５条　本会の会員は、第３条に定める区域に住所を有する個人とする。
（会費）
第６条　会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
（入会）
第７条　第３条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、○○に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
２　本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。　
（退会等）
第８条　会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
　(1)　第３条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
　(2)　本人より○○に定める退会届が会長に提出された場合
２　会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

第3章　役員
（役員の種別）
第9条　本会に、次の役員を置く。
　(1)　会長　１人
　(2)　副会長　○人
　(3)　その他の会員　○人
　(4)　監事　○人
（役員の選任）
第１０条　役員は、総会において、会員の中から選任する。
２　監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
（役員の職務）
第１１条　会長は、本会を代表し、会務を総括する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
３　監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)　本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)　会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3)　会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)　前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
（役員の任期）
第１２条　役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。
２　補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
３　役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第4章　総会
（総会の種別）
第１３条　本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
（総会の構成）
第１４条　総会は、会員をもって構成する。
（総会の権能）
第１５条　総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
（総会の開催）
第１６条　通常総会は、毎年度決算終了後○箇月以内に開催する。
２　臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
　(1)　会長が必要と認めたとき。
(2)　全会員の５分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
　(3)　第１１条第３項第４号の規定により監事から開催の請求があったとき。
（総会の招集）
第１７条　総会は、会長が招集する。
２　会長は、前条第2条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から○日以内に臨時総会を招集しなければならない。
３　総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の○日前までに文書をもって通知しなければならない。
（総会の議長）
第１８条　総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
（総会の定足数）
第１９条　総会は、会員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。
（総会の議決）
第２０条　総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（会員の表決権）
第２１条　会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。
２　次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数分の１とする。
　(1)　○○○○○○○
(2)　×××××××
（総会の書面表決等）
第２２条　止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
２　前項の場合における第１９条及び第２０条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
（総会の議事録）
第２３条　総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
　(1)　日時及び場所
　(2)　会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む）
　(3)　開催目的、審議事項及び議決事項
　(4)　議事の経過の概要及びその結果
　(5)　議事録署名人の選任に関する事項
２　議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名押印をしなければならない。

第５章　役員会
（役員会の構成）
第２４条　役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
（役員会の権能）
第２５条　役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
　(1)　総会に付議すべき事項
　(2)　総会の議決した事項の執行に関する事項
　(3)　その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
（役員会の招集等）
第２６条　役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
２　会長は、役員の○分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から○日以内に役員会を招集しなければならない。
３　役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも○日前までに通知しなければならない。
（役員会の議長）
第２７条　役員会の議長は、会長がこれに当たる。
（役員会の定足数等）
第２８条　役員会には、第１９条、第２０条、第２２条及び第２３条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは｢役員｣と読み替えるものとする。

第６章　資産及び会計
（資産の構成）
第２９条　本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
　(1)　別に定める財産目録記載の資産
　(2)　会費
　(3)　活動に伴う収入
　(4)　資産から生ずる果実
　(5)　その他の収入
（資産の管理）
第３０条　本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
（資産の処分）
第３１条　本会の資産で第２９条第１号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において○分の△以上の議決を要する。
（経費の支弁）
第３２条　本会の経費は、資産をもって支弁する。
（事業計画及び予算）
第３３条　本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
２　前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
（事業報告及び決算）
第３４条　本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後３月以内に総会の承認を受けなければならない。
（会計年度）
第３５条　本会の会計年度は、毎年○月○日に始まり、△月△日に終わる。

第７章　規約の変更及び解散
（規約の変更）
第３６条　この規約は、総会において総会員の４分の３以上の議決を得、かつ、△△市長の認可を受けなければ変更することはできない。
（解散）
第３７条　本会は、関係法令の規定により解散する。
２　総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得なければならない。
（残余財産の処分）
第３８条　本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の○分の△以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第８章　雑則
（備付け帳簿及び書類）
第３９条　本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
（委任）
第４０条　この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、○○が別に定める。
　　　附　則
１　この規約は、○年○月○日から施行する。
２　本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第３３条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
３　本会の設立初年度の会計年度は、第３５条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から△年△月△日までとする。









設立総会の議事録＜参考例＞


○○自治会　総会　議事録

１　日　　時　　令和○○年○月○日（○）
　　　　　　　　　午前○○時○○分～午前○○時○○分まで

２　場　　所　　○○自治会公会堂

３　出 席 者	会員数　　１５０名
	出席者　　１３５名
	（書面表決者、電磁的方法による表決者及び表決委任者含む）

４　議長選出	会長が総会の開会を宣言し、議長の選出を会員に諮ったところ、会長一任の発言
	により、会員○○　○○を議長に指名した。

	議長○○　○○は就任のあいさつをした後、上記のとおり会員の出席状況を告げ、総会の成立を宣言した。また、書記、議事録署名人の選出を諮ったところ、議長一任の発言により、書記に●●　●●、議事録署名人に◇◇　◇◇、◆◆　◆◆を指名し、議事に入った。

５　議　　題　
　(1)　令和○○年度役員の選任について
・次の者が役員として選任されることが異議なく承認された。
　　　　　会　長　○○　○○
　　　　　副会長　●●　●●
　　　　　会　計　◇◇　◇
　　　　　監　事　△△　△△△

(2)　○○自治会の認可申請について
ここで○○　○○より自治会の認可申請について説明が行なわれた。
議題(3)、(4)も関連する内容のため、一括して説明が行われ、その後各議案について個別に審議が行われた。
認可申請について３名の会員から質疑があった。
質疑の内容と回答は以下のとおり。
①質疑
回答
②質疑
回答
③質疑
回答
               
          その後、議長が他に意見のない事を確認し、挙手により採決を行ったところ、
全員賛成であったので、議案は原案どおり承認された。

(3)　認可申請に伴う規約の改正について

(4)　認可申請の代表者を会長とすることについて

　　(3)、(4)の議案については議長が意見を求めたが、特に意見も無かったので、挙手により採決を行ったところ、全員賛成であったので、議案は原案どおり承認された。

以上、議事録として確認します。
令和○○年○○月○○日

議　　　　　　長　　○○　○○　

会　　　　　　長　　□□　□□　

議事録署名人　　◇◇　◇◇◇　

　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　 議事録署名人　　△△　△△　

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自署・押印
自治会員名簿＜参考例＞

自治区会員名簿（世帯票）
No.　　　　　　　　　　

	世帯主氏名

	電　　話

	組 番 号

	整理番号

	住　　所
　　　　北名古屋市　　　　　　　　

	氏　　名
	備　　考

	家　族　構　成
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	計


	
	人




承　　諾　　書


　今般、地方自治法第２６０条の２第１項の規定により、地域的な協働活動を円滑に行

うため認可申請する　　　　　　　自治会の代表者となることを承諾します。


　　令和　　年　　月　　日


　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□


　　　　　　　　氏　名（自署すること）　　　　　　　　　　　　　　　























承　　諾　　書承諾書＜記入例＞



　今般、地方自治法第２６０条の２第１項の規定により、地域的な協働活動を円滑に行

うため認可申請する　　　　　　　自治会の代表者となることを承諾します。
自治会名


　　令和　　年　　月　　日総会日又はそれ以降の日付を記載



　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□


　　　　　　　　氏　名（自署すること）　　　　　　　　　　　　　　　

新代表書の住所、氏名を自署






















設立総会の準備について



１ 期日の決定
２ 会場の確保
３ 開催通知文の作成・発送 　…………… 　総会開催通知例
委任状例
書面表決例
４ 議案の作成 　　　　　　　　　…………… 　設立総会議案例
①地縁団体の認可申請について
（認可申請する旨の議決）
②規約について
③構成員の確定について
④代表者の決定について
⑤資産の確定について …………… 保有資産目録















	年　　月　　日　総会開催通知＜参考例＞

　　　　　　　　様
○ ○自治会　
会 長 ○ ○ ○ ○　

○ ○ 自治区総会の開催について

○○の候、ますますのご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、平成３年４月に地方自治法の一部が改正され、自治会は一定の手続きを行い、法人格を取得し、不動産に関する権利等を有する地縁団体となることができるようになりました。そこで、当自治会所有の不動産を、自治会名義の登記をし、管理を明確にしたいと考えております。
つきましては、「地縁団体認可申請」について下記により、自治会総会を開催いたしますので、ご出席くださるご案内いたします。

記
１ 日時　　　　　年　　　月　　　日（　　　曜日）
２ 場所　　　○ ○ ○ ○
３ 議題	（１）地縁団体認可申請について
	（２）○○自治区規約について
	（３）構成員の確定について
	（４）代表者の決定について
	（５）資産の確定について
４ その他　　当日、欠席の場合はお手数ですが別添の委任状又は、書面表決書を
ご提出くださるようお願いいたします。
総会開催通知<参考例>



委任状＜参考例＞

委 任 状

	住 所（総会出席者） 北名古屋市　　　　　　　　　　　　　　
	氏 名（総会出席者） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。

記

年　　月　　日開催の ○○ 自治会総会における出席及び議決に関すること。

年　　　月　　　日　　　　


住 所 北名古屋市　　　　　　　　　　　　　　
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
委任状<参考例>






書 面 表 決書面表決＜参考例＞




年　　　月　　　日開催される○○自治会総会に出席できないので、
規約第○○条の規定により下記のとおり書面表決いたします。


	第１号議案
	地縁団体認可申請について
	賛成
	人
	反対
	人

	第２号議案
	○○自治会規約について
	賛成
	人
	反対
	人

	第３号議案
	構成員の確定について
	賛成
	人
	反対
	人

	第４号議案
	代表者の決定について
	賛成
	人
	反対
	人

	第５号議案
	資産の確認について
	賛成
	人
	反対
	人




※各議案について、世帯構成員のうち“賛成”及び“反対”の人数を記入してください。
書面表決<参考例>

年　　　月　　　日　　　　

住 所 北名古屋市　　　　　　　　　　　　　　
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




設立総会議案＜参考例＞



○ ○ 自 治 会 総 会

１　総会開会宣言
２　総会設立の宣言
３　議長の選出
４　議事録署名者の選任
５　議　事
第１号議案 地縁団体認可申請について
第２号議案 ○○自治会規約について
第３号議案 構成員の確定について
第４号議案 代表者の決定について
第５号議案 資産の確定について
６　総会閉会宣言



　　　年　　　月　　　日　
会場 ○　○　○　○　　　
設立総会議案<参考例>










第１号議案
地縁団体認可申請について
当自治会は地方自治法第２６０条の２第１項の規定による認可申請を行うものとする。

第２号議案
○○自治会規約について
○○自治会規約を別紙のとおり定める。

第３号議案
構成員の確定について
当自治会の構成員は、　　　年　　　月　　　日現在　　　　　人であることを確認
する。

第４号議案
代表者の決定について
○○自治会の代表者を次のとおり定める。
住 所 北名古屋市○○○○××番地○○
氏 名 ○ ○ ○ ○

第５号議案
資産の確定について
当自治会の保有する資産は別紙資産目録のとおりとする。







設立総会の進め方＜参考例＞

１　総会開催の趣旨説明
２　総会開会宣言
３　総会成立の旨報告
（会員数○名、本日の出席者○名です。したがって本総会は成立しました。）
４　議長の選出
（本総会の議長は○○さんにお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。）
議長 議長席につき、挨拶
５　議事録署名者の指名
（本総会の議事録署名者に○○さんと○○さんの２名を指名いたします。こ
れにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、○○さんと○○さんにお願
いします。）
６　第１号議案 地縁団体認可申請についてを議題といたします。
・議案説明
・質疑
（只今ご説明いたしましたが、何かご意見ありませんか ）
・採決
（では、本件について採決いたします。本件について、承認することにご異
議ありませんか。……ご異議なしと認め、承認することに決定いたしまし
た。）
７　第２号議案 ○○自治会規約についてを議題といたします。
・議案説明
・質疑
（只今ご説明いたしましたが、何かご意見ありませんか。）
・採決
（では、本件について採決いたします。本件について、承諾することにご異
議ありませんか。……ご異議なしと認め、承諾することに決定いたしま
した。）

８　第３号議案 構成員の確定についてを議題といたします。
・議案説明
・質疑
（只今ご説明いたしましたが、何かご意見ありませんか。）
・採決
（では、本件について採決いたします。本件について、承諾することにご異
議ありませんか。……ご異議なしと認め、承諾することに決定いたしま
した。）
９　第４号議案 代表者の決定についてを議題といたします。
・議案説明
・質疑
（只今ご説明いたしましたが、何かご意見ありませんか。）
・採決
（では、本件について採決いたします。本件について、承諾することにご異
議ありませんか。……ご異議なしと認め、承諾することに決定いたしまし
た。）
１０　第５号議案 資産の確定についてを議題といたします。
・議案説明
・質疑
（只今ご説明いたしましたが、何かご意見ありませんか。）
・採決
（では、本件について採決いたします。本件について、承諾することにご異
議ありませんか。……ご異議なしと認め、承諾することに決定いたしまし
た。）
以上で本日予定しました議案の審議をすべて終了しました。
１１　報告事項等
１２　総会の閉会宣言

地縁団体認可審査票※認可申請があった際に、市が使用している審査票です。
提出の必要はございませんが、必要に応じてご参考下さい
地縁団体認可審査票

１ 申請書の内容
	１　申請団体名
	　　　　　　　　　自治会

	２　事務所所在地
	

	３　申請者住所

　　　　　　氏名
	

	
	

	４　受付年月日
	令和　　　年　　　月　　　日

	５　関係書類の状況
	（1）申請書
	可
	不可

	
	（２）規約
	可
	不可

	
	（３）議事録
	可
	不可

	
	（４）構成員名簿
	可
	不可

	
	（５）地域的共同活動を証する書類（総会資料）
	可
	不可

	
	（６）代表者を証する書類
	可
	不可

	審査結果
	認可
	不認可



２ 規約の内容
	１　目的
	可
	不可

	良好な地域社会の維持及び形成に資する規定があること
	有
	無

	２　名称
	可
	不可

	３　区域
	可
	不可

	４　事務所の所在地
	可
	不可

	５　構成員の資格に関する事項
	可
	不可

	　（１）住所を有する個人が会員になり得ること
	有
	無

	　（２）個人の加入を拒んではならないこと
	有
	無

	６　代表者に関すること
	可
	不可

	　（１）選出方法の規定
	有
	無

	　（２）任期の規定
	有
	無

	　（３）代表者の権限の規定
	有
	無

	７　会議に関すること
	可
	不可

	８　資産に関する事項
	可
	不可

	審査結果
	可
	不可


３ 議事録の内容
	１　総会開催年月日
	有
	無

	２　総会開催場所
	有
	無

	３　出席者
	可
	不可

	４　議題の議決状況
	可
	不可

	　（１）地縁団体認可申請について
	有
	無

	　（２）新規約について
	有
	無

	　（３）構成員の確定について
	有
	無

	　（４）代表者の決定について
	有
	無

	　（５）保有資産の確定について
	有
	無

	５　議事録署名人（２人）
	有
	無

	審査結果
	可
	不可



４ 構成員名簿
	１　構成員
	人

	２　地区内住民数（住民基本台帳：　　年　　月　　日現在）
	人

	３　大多数の加入（概ね５０％以上）
	可
	不可

	審査結果
	可
	不可












令和　　年　　月　　日

北名古屋市長　様

　　　　　　　　　　　　（地縁による団体の名称及び主たる事務所の所在地）
　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　（代表者の氏名及び住所）
　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　住　所


告示事項変更届出書

　下記事項について変更があったので、地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて届け出ます。

記

１　変更があった事項及びその内容
　　☐　①名称の変更　　　　　　　　☐　②事務所の所在地の変更
　　☐　③区域の変更　　　　　　　　☐　④規約に定める目的の変更
　　☐　⑤代表者に関する事項の変更　☐　⑥その他の事項の変更
　　※変更内容の詳細は別紙のとおり

２　変更の年月日
　　　　　　年　　　月　　　日


３　変更の理由
　　上記１に記した事項に変更が生じたため




令和〇〇年〇〇月〇〇日
告示事項変更届出書＜記入例＞



北名古屋市長　様

　　　　　　　　　　　　（地縁による団体の名称及び主たる事務所の所在地）●変更の年月日より前の日付で
『告示事項変更届出書』を提出する場合は、旧代表者名を記載する。

●変更の年月日以降の日付で『告示事項変更届出書』を提出する場合は、新代表者名を記載する。

　　　　　　　　　　名　称　〇　〇　自治会
　　　　　　　　　　所在地　北名古屋市〇〇〇〇××番地

　　　　　　　　　　　　（代表者の氏名及び住所）
　　　　　　　　　　氏　名　〇　〇　〇　〇
　　　　　　　　　　住　所　北名古屋市〇〇〇〇××番地


告示事項変更届出書

　下記事項について変更があったので、地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて届け出ます。

記該当する項目に✓をする


１　変更があった事項及びその内容
　　☐　①名称の変更　　　　　　　　☐　②事務所の所在地の変更
　　☐　③区域の変更　　　　　　　　☑　④規約に定める目的の変更
　　☑　⑤代表者に関する事項の変更　☐　⑥その他の事項の変更
　　※変更内容の詳細は別紙のとおり

２　変更の年月日実際に事項が変更する年月日を記入する
例）４月１日に新代表者が就任する場合：４月１日
　　総会日に新代表者が就任する場合　：総会日

　　　　〇〇年　〇〇月　〇〇日


３　変更の理由
　　上記１に記した事項に変更が生じたため


別　紙

代表者に関する事項の変更内容説明資料

	変　更　前

	＜代表者の住所＞


＜代表者の氏名＞





	変　更　後

	＜代表者の住所＞


＜代表者の氏名＞













告示事項変更届出書別紙＜記入例＞
別　紙

代表者に関する事項の変更内容説明資料

	変　更　前

	＜代表者の住所＞
　　北名古屋市〇〇〇××番地

＜代表者の氏名＞
　　北名古屋　太郎




	変　更　後

	＜代表者の住所＞
　　北名古屋市×××○○番地

＜代表者の氏名＞
　　北名古屋　花子




新旧代表者の氏名及び住所をご記入ください








令和　　年　　月　　日

北名古屋市長　様

　　　　　　　　　　　　（地縁による団体の名称及び主たる事務所の所在地）
　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　（代表者の氏名及び住所）
　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　住　所


規約変更認可申請書

　地方自治法第２６０条の３第２項による規約の変更の認可を受けたいので、別添書類を添えて申請します。


（別添書類）
　１　規約変更の内容及び理由を記載した書類
　　　　・新規約　　　・変更事項の説明

　２　規約変更を総会で議決したことを証する書類
　　　　・総会の議事録の写し












　令和　　年　　月　　日規約変更認可申請書＜記入例＞

総会日以降の日付を記入する

北名古屋市長　様

　　　　　　　　　　　　（地縁による団体の名称及び主たる事務所の所在地）
　　　　　　　　　　名　称　〇　〇　自治会
　　　　　　　　　　所在地　北名古屋市〇〇〇〇××番地

　　　　　　　　　　　　（代表者の氏名及び住所）
　　　　　　　　　　氏　名　〇　〇　〇　〇
　　　　　　　　　　住　所　北名古屋市〇〇〇〇×××番地


規約変更認可申請書

　地方自治法第２６０条の３第２項による規約の変更の認可を受けたいので、別添書類を添えて申請します。


（別添書類）
　１　規約変更の内容及び理由を記載した書類
　　　　・新規約　　　・変更事項の説明

　２　規約変更を総会で議決したことを証する書類
　　　　・総会の議事録の写し











規約の変更内容及び理由説明資料＜参考例＞
＜記入例＞

〇〇自治会規約の変更について

１　変更の内容
	変　更　前
	変　更　後

	（役員）
第△条　自治会に次の役員を置く。
　　　　会　長　　　　　　１名
　　　　副会長　　　　　　１名
　　　　会　計　　　　　　１名
　　　　評議員　　　　　　１名
　　　　監　事　　　　　　３名

	（役員）
第△条　自治会に次の役員を置く。
　　　　会　長　　　　　　１名
　　　　副会長　　　　　　２名
　　　　会　計　　　　　　１名
　　　　評議員　　　　　　１名
　　　　監　事　　　　　　３名



２　変更理由
　　現在１名である副会長について、自治会運営業務の増加に伴い、２名に増員するもの。








代表者変更の際の総会議事録＜参考例＞
＜記入例＞

○○年度 ○○自治会　総会議事録代表者交代は世帯単位での議決可

１．開催日時　　　：○○年○月○日（○）
○時○○分 ○時○○分
２．場　　所　　　：○○集会所委任状・書面表決・電磁的方法による表決者が含まれる場合は、このように記載する。

３．総世帯数　　　：○○世帯
４．出 席 者　　　：○○世帯（委任状・書面議決・電磁的方法による表決者を含む）
総世帯（○○○世帯）の、○分の○以上の出席により総会成立
５．議事
＊議事録に詳細の記載を省略する場合は、総会資料を添付すること
１号議案 ○○年度事業報告
上記議案について、賛成多数で可決した。
２号議案 ○○年度会計収支決算報告
上記議案について、賛成多数で可決した。
３号議案 ○○年度事業計画
上記議案について、賛成多数で可決した。新代表者の氏名が確認できることが必要

４号議案 ○○年度予算
上記議案について、賛成多数で可決した。
５号議案 ○○年度役員選任
上記議案について、賛成多数で可決され、○○○○氏が自治会長として選任された。
以上、議事と相違ないことを証します。　　
○○年○○月○○日　　規約で「議長、議事録署名人の署名捺印が必要」と規定している場合は印が必要

議長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
議事録署名人　　　　　　　　　　　　　　　
議事録署名人　　　　　　　　　　　　　　　
規約変更の際の総会議事録＜参考例＞
＜記入例＞

○○年度 ○○自治会総会議事録
１．開催日時　　　：○○年○月○日（○）
：○時○○分 ○時○○分
２．場　　所　　　：○○集会所
３．総会員数　　　：○○○名
４．出席者数　　　：○○○名（委任状・書面議決・電磁的方法による表決を含む）
５．議事
＊議事録に詳細の記載を省略する場合は、総会資料を添付すること
１号議案 ○○年度事業報告
上記議案について、賛成多数で可決した。
２号議案 ○○年度会計収支決算報告
上記議案について、賛成多数で可決した。
３号議案 ○○年度事業計画規約の変更の場合は、総会員の4分の３以上で議決を得ることが必要。
※規約で別途定めている場合は、その規定に従うこと

上記議案について、賛成多数で可決した。
４号議案 ○○年度予算
上記議案について、賛成多数で可決した。
５号議案 ○○年度役員選任
上記議案について、賛成多数で可決した。
６号議案 規約の改正について
上記議案について、総会員（〇〇〇名）の４分の３以上の賛成多数により可決した。
以上、議事と相違ないことを証します。　　
○○年○○月○○日　　規約で「議長、議事録署名人の署名捺印が必要」と規定している場合は印が必要

議長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
議事録署名人　　　　　　　　　　　　　　　
議事録署名人　　　　　　　　　　　　　　　
令和　　年　　月　　日

北名古屋市長　様

　　　　　　　　　　　　（地縁による団体の名称及び主たる事務所の所在地）
　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　（代表者の氏名及び住所）
　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　住　所

所有不動産の登記移転等に関する公告申請書

地方自治法第２６０条の３８第１項の規定により、当該認可地縁団体が所有する下記不動産について所有権の保存又は移転の登記をするため公告をしてほしいで、別添書類を添えて申請します。

記

１　申請不動産（所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産）に関する事項
　　・建物
	名　　称
	延　床　面　積
	所　在　地

	
	
	


　　・土地
	地　　目
	面　　積
	所　在　地

	
	
	


　　・表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
　　　氏名又は名称　
　　　住　　　　所　（別添書類）
　１　申請不動産の登記事項証明書
　２　申請不動産に関し、地方自治法第２６０条の３８第１項の規定による申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
　３　申請者が代表者であることを証する書類
　４　地方自治法第２６０条の３８第１項各号に掲げる事項を疎明するに足りる書類






所有不動産の登記移転等に係る公告申請書＜参考例＞
＜記入例＞

令和　　年　　月　　日

北名古屋市長　様

　　　　　　　　　　　　（地縁による団体の名称及び主たる事務所の所在地）
　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　（代表者の氏名及び住所）
　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　住　所

所有不動産の登記移転等に関する公告申請書

地方自治法第２６０条の３８第１項の規定により、当該認可地縁団体が所有する下記不動産について所有権の保存又は移転の登記をするため公告をしてほしいで、別添書類を添えて申請します。不動産登記規則第９９条に定める区分に従って記載
不動産登記規則第１００条に定める「地積」と同一とすること
市区町村内の地番まで記載すること
市区町村内の地番及び家屋番号まで記載
各階ごとに算出された床面積の合計を記入
〇〇自治会公民館等の名称が付されている場合はこれによること。
そうでない場合は、「集会所」「事務所」「居宅」等の区分によること。


記

１　申請不動産（所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産）に関する事項
　　・建物
	名　　称
	延　床　面　積
	所　在　地

	〇〇自治会公民館
	１００㎡
	所在：〇〇〇××番
家屋番号：××番


　　・土地
	地　　目
	面　　積
	所　在　地

	宅地
	１２３．４５㎡
	〇〇〇××番


　　・表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
　　　氏名又は名称　①〇〇自治会公民館　〇〇〇××番地　北名古屋　太郎
　　　住　　　　所　②宅地　〇〇〇××番　北名古屋　太郎（別添書類）
　１　申請不動産の登記事項証明書
　２　申請不動産に関し、地方自治法第２６０条の３８第１項の規定による申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
　３　申請者が代表者であることを証する書類
　４　地方自治法第２６０条の３８第１項各号に掲げる事項を疎明するに足りる書類





令和　　年　　月　　日

北名古屋市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　

認可地縁団体告示事項証明書交付申請書

　地方自治法第２６０条の２第１０項の規定により認可を受けた地縁による団体について、告示された事項に関する証明を同条第１２項の規定により申請します。

記

１　団体の名称　　　　　　　　　　自治会

２　主たる事務所の所在地
　　　　　北名古屋市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　代表者住所氏名　　☐　申請者と同じ場合（記入不要）
　　　　　　　　　　　☐　申請者と代表者が異なる場合（下へ記入↓）
　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　必 要 部 数　　　　　　　　　　　　　　部　　

５　申 請 事 由　　
　　　　　☐（１）土地等の登記のため　　☐（２）記載事項の確認
　　　　　☐（３）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）








認可地縁団体告示事項証明書交付申請書＜記載例＞
＜記入例＞

令和　　年　　月　　日
申請はどなたでも可能

北名古屋市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　住　所　北名古屋市〇〇〇××番地　　　
　　　　　　　　　　氏　名　〇　〇　〇　〇　　　　　　　　

認可地縁団体告示事項証明書交付申請書

　地方自治法第２６０条の２第１０項の規定により認可を受けた地縁による団体について、告示された事項に関する証明を同条第１２項の規定により申請します。
証明が必要な認可地縁団体名を記載

記

１　団体の名称　　　　　　　　　　自治会

２　主たる事務所の所在地
　　　　　北名古屋市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　代表者住所氏名　　☑　申請者と同じ場合（記入不要）
　　　　　　　　　　　☐　申請者と代表者が異なる場合（下へ記入↓）代表者以外の方が申請する場合…
「申請者と代表者が異なる場合」に☑を入れ、代表者の住所・氏名を記入

　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　必 要 部 数　　　　　　　　　　　　１　部　　手数料２００円／１通となります


５　申 請 事 由　　
　　　　　☑（１）土地等の登記のため　　☐（２）記載事項の確認
　　　　　☐（３）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
証明書の必要部数の記入
及び申請理由を選択







様式第１（第４条関係）

認可地縁団体印鑑登録申請書

（あて先）北名古屋市長　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

	登録しようとする
認可地縁団体印鑑
	認可地縁団体の名称
	

	
	認可地縁団体の主たる事務所の所在地
	

	
	（資格）
氏　　名
	（　　　　　　　　　　）

	生年月日
	年　月　日

	
	住　　所
	




	
　上記のとおり認可地縁団体印鑑の登録を申請します。

　　申請者　　□本　人　　住　所

　　　　　　　□代理人　　氏　名




注意事項
１　この申請は本人が自ら手続をしてください。代理人によるときは、委任の旨を証する書面が必要です。
２　登録しようとする認可地縁団体印鑑を併せて提出してください。
３　氏名欄に押印する印鑑は、北名古屋市において登録されている個人の印鑑です。
４　資格欄には、代表者、職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清算人のいずれかを記載してください。





認可地縁団体印鑑登録申請書＜記載例＞
＜記入例＞

様式第１（第４条関係）

認可地縁団体印鑑登録申請書

（あて先）北名古屋市長　
印鑑登録を行う予定の印鑑の押印をお願いします

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和〇〇年〇〇月〇〇日

	登録しようとする
認可地縁団体印鑑

	認可地縁団体の名称
	〇〇自治会

	
	認可地縁団体の主たる事務所の所在地
	北名古屋市〇〇〇××番地

	
	（資格）
氏　　名
	（　代　表　者　）
北名古屋　太郎
	生年月日
	19××年〇月〇日

	
	住　　所
	北名古屋市〇〇〇△△番地


資格欄には、代表者、職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清算人のいずれかを記載してください。

窓口にお越しになる方が本人なら本人欄に、代理人であれば代理人欄に✓をお願いします。

	
　上記のとおり認可地縁団体印鑑の登録を申請します。

　　申請者　　☑本　人　　住　所　北名古屋市〇〇〇△△番地

　　　　　　　□代理人　　氏　名




注意事項
１　この申請は本人が自ら手続をしてください。代理人によるときは、委任の旨を証する書面が必要です。
２　登録しようとする認可地縁団体印鑑を併せて提出してください。
３　氏名欄に押印する印鑑は、北名古屋市において登録されている個人の印鑑です。
４　資格欄には、代表者、職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清算人のいずれかを記載してください。




様式第３（第４条関係）

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

（あて先）北名古屋市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

	登録されている
認可地縁団体印鑑
	認可地縁団体の名称
	

	
	認可地縁団体の主たる事務所の所在地
	

	
	（資格）
氏　　名
	（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


	
	生年月日
	年　　　月　　　日




	
　上記のとおり認可地縁団体印鑑登録証明書　　　　通の交付を申請します。

　　申請者　　□本　人　　住　所

　　　　　　　□代理人　　氏　名




注意事項
１　この申請は本人が自ら手続をしてください。代理人によるときは、委任の旨を証する書面が必要です。
２　資格欄には、代表者、職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清算人のいずれかを記載してください。







様式第３（第４条関係）認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書＜記載例＞
＜記入例＞


認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

（あて先）北名古屋市長
印鑑登録をした印鑑の押印をお願いします

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和〇〇年〇〇月〇〇日

	登録されている
認可地縁団体印鑑


	認可地縁団体の名称
	〇〇自治会

	
	認可地縁団体の主たる事務所の所在地
	北名古屋市〇〇〇××番地

	
	（資格）
氏　　名
	（　　　　　　　代　表　者　　　　　　）
北名古屋市〇〇〇××番地

	
	生年月日
	19××年〇〇月〇〇日


資格欄には、代表者、職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清算人のいずれかを記載してください。


	
　上記のとおり認可地縁団体印鑑登録証明書　１　通の交付を申請します。

　　申請者　　☑本　人　　住　所　北名古屋市〇〇〇××番地

　　　　　　　□代理人　　氏　名
窓口にお越しになる方が本人なら本人欄に、代理人であれば代理人欄に✓をお願いします。




注意事項
１　この申請は本人が自ら手続をしてください。代理人によるときは、委任の旨を証する書面が必要です。
２　資格欄には、代表者、職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清算人のいずれかを記載してください。







様式第５（第４条関係）

認可地縁団体印鑑登録廃止申請書

（あて先）北名古屋市　　

令和　　年　　月　　日

	廃止しようとする
認可地縁団体印鑑
	認可地縁団体の名称
	

	
	認可地縁団体の主たる事務所の所在地
	

	
	（資格）
氏　　名
	（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


	
	生年月日
	年　　　月　　　日




	
　上記のとおり認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請します。

　　申請者　　□本　人　　住　所

　　　　　　　□代理人　　氏　名




注意事項
１　この申請は本人が自ら手続をしてください。代理人によるときは、委任の旨を証する書面が必要です。
２　登録している認可地縁団体印鑑を亡失された場合は、廃止しようとする認可地縁団体印鑑欄に、北名古屋市において登録されている個人の印鑑を押印してください。
３　資格欄には、代表者、職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清算人のいずれかを記載してください。





様式第５（第４条関係）認可地縁団体印鑑登録廃止申請書＜記載例＞
＜記入例＞


認可地縁団体印鑑登録廃止申請書

（あて先）北名古屋市　　

令和〇〇年〇〇月〇〇日

	廃止しようとする

窓口にお越しになる方が本人なら本人欄に、代理人であれば代理人欄に✓をお願いします。
印鑑登録をした印鑑の押印をお願いします
資格欄には、代表者、職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清算人のいずれかを記載してください。

認可地縁団体印鑑
	認可地縁団体の名称
	〇〇自治会

	
	認可地縁団体の主たる事務所の所在地
	北名古屋市〇〇〇××番地

	
	（資格）
氏　　名
	（　　　　　　　代　表　者　　　　　　）
北名古屋市〇〇〇××番地

	
	生年月日
	19××年〇〇月〇〇日




	
　上記のとおり認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請します。

　　申請者　　☑本　人　　住　所　北名古屋市〇〇〇××番地

　　　　　　　□代理人　　氏　名




注意事項
１　この申請は本人が自ら手続をしてください。代理人によるときは、委任の旨を証する書面が必要です。
２　登録している認可地縁団体印鑑を亡失された場合は、廃止しようとする認可地縁団体印鑑欄に、北名古屋市において登録されている個人の印鑑を押印してください。
３　資格欄には、代表者、職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清算人のいずれかを記載してください。




必要書類チェックリスト
	申請書類名
	添付書類

	■ 認可申請書
	□１　規約
□２　設立総会の議事録
□３　構成員の名簿
□４　直近の総会資料等
□５　承諾書

	■ 告示事項変更届出書
①名称、②事務所の所在地、③区域、④規約に定める目的、⑥その他の事項の変更
	☐　規約変更認可申請書類一式

	⑤代表者に関する事項
	□１　代表者の承諾書
□２　総会資料
□３　総会の議事録

	■ 規約変更認可申請書
	※規約を大幅に改正される際は、
事前にまちづくり推進課へご相談ください。
□１　規約変更認可申請書
□２　新規約（案）
□３　総会資料
□４　総会の議事録

	■ 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
	※不動産登記の特例制度の利用については、事前にまちづくり推進課へご相談ください。
□１　申請不動産の登記事項証明書
□２　特例適用を申請する旨の議決が確認できる総
会議事録
□３　申請者が代表者であることを証する資料
□４　特例を受けるための一定要件を満たしている
ことを疎明するに足る資料
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